
税・保険・年金
国民健康保険から職場の健康保
険になった方は手続を

　国民健康保険の加入者が職場の健康
保険（社会保険）に加入した場合は、国
民健康保険の脱退（止める）手続が必要
です（自動切り替えはなく、会社など
も手続をしません）。手続が２年以上
遅れた場合、保険料の減額ができない
場合がありますのでご注意ください。
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民
課（防災・保谷保健福祉総合センター
１階）・出張所　※郵送可（詳細は市k
または下記へ）　h ● 職場の健康保険
証（コピー可）　 ●国民健康保険証　 ●マ
イナンバーカードまたは通知カード　
※通知カードの場合は本人確認書類

（免許証・パスポート・在留カードな
ど顔写真付きのもの。顔写真がない場
合は年金手帳・キャッシュカード・診
察券などを２点以上）も必要
□手続できる方　本人または同一世帯
員（別世帯の場合は委任状が必要）▲

保険年金課n
　p042－460－9822

福祉・健康
病院か救急車か迷ったら＃7119へ

　急な病気やけがをして救急車を呼ぼ
うか迷ったときは、電話で「＃7119」
にかけると、東京消防庁救急相談セン
ターで相談ができます。医師・看護師・
救急隊経験のある職員が24時間年中
無休で対応していますが、突然の激し
い頭痛や急な息切れ、呼吸困難など、
緊急の症状がみられたら、ためらわず
119番通報してください。
　東京消防庁kで確認できる「救急車
ひっ迫アラート」が発表されていると
きは救急出場が増加しているため、
119番通報をしても救急車の到着に時
間がかかります。救急車の適正な利用
についてご理解とご協力をよろしくお
願いします。
j西東京消防署p042－421－0119▲

危機管理課o
　p042－438－4010

くらし・環境
コンビニ交付サービスの停止

　課税（非課税）証明書の年度切り替え
作業に伴い、下記の日時でコンビニ交
付サービスが停止します。ご理解とご
協力をお願いします。なお、停止日程
は変更になる場合がありますので、最
新の情報は市kをご覧ください。
a６月３日㈪午前６時30分～６月４
日㈫午前９時30分　d市内外の全て
の店舗
□停止する証明書　全ての証明書▲

市民課np042－460－9820
　　　　op042－438－4020

募集
公園の管理に参加してみませんか

　公園の維持管理にご協力いただく公
園管理協力会員を募集します。
□活動場所　市が管理する公園・緑地・
ポケットパーク・樹林地ほか

□活動内容　公園内の清掃・除草など
の美化活動ほか

□参加条件　原則、維持管理を希望す
る公園などの付近の市民・団体　
※登録が必要です。詳細は下記へお問
い合わせください。▲

みどり公園課p042－438－4045

その他
寄附

　市政へのご協力をいただき、誠にあ
りがとうございました。
✿匿名（玩具）
✿西東京市立ひばりが丘中学校PTA 
様（ピアノ椅子）
✿飯塚稔 様（軍用手票）
✿匿名（木製ベビーベッド）
✿井口資仁 様（書籍）▲

総務課np042－460－9810

カラスの威
い

嚇
かく

に気をつけましょう

　カラスは５～７月ごろに、巣の中
の卵やヒナを守るために威

い

嚇
か く

・攻撃
してくることが多くなります。　
□対処法
● 巣に近づいたり石を投げたりしない
● 威

い

嚇
か く

に備えて傘や帽子を用意
● ごみがカラスの餌にならないよう

にネットを張る

ハクビシンによる被害

　ハクビシンによる建造物の屋根裏
への侵入被害、敷地内の果樹や家庭
菜園の食害被害が発生しています。
　ハクビシンは鳥獣保護法により、
一般市民による捕獲は許可されてい
ません。実害が発生した場合は、捕
獲器の貸し出し・設置を行っていま
す（設置は屋外のみ）。また、ハクビ
シンを目撃した場合は下記までご連
絡ください。

野鳥の営巣を防ぎましょう

　ムクドリなどの野鳥は、この時期
に雨戸の戸袋に入り込んで営巣する
ことがあります。1カ月程度でヒナ
は巣立ちますが、ダニの発生原因に
もなるので、隙間を塞いで入り込ま
れないようにしましょう。▲

環境保全課p042－438－4042

無料市民相談

■専門相談（申込制）　※１枠30分
　専門相談は、広く市民の皆さんにご利用いただくためのもので、日常の問題や
手続などについて専門家が一緒に解決の糸口を探すものです。
□申込開始　５月20日㈪午前８時30分（★印は、５月７日から受付中）
□申込方法　市民相談室（田無庁舎２階）へ直接または電話
※同一案件の相談は１人１回までです。ただし、交通事故相談はおおむね３回までです。
※申込開始日は大変混み合いますので、ご了承ください。
j市民相談室np042－460－9805

内容 相談方法 日時

法律相談 電話・対面 ６月４日㈫・５日㈬午後１時30分～４時30分
６月７日㈮午前９時～正午

交通事故相談 電話・対面 ★５月28日㈫ 午前９時30分～正午
６月 ６日㈭ 午後１時30分～４時

税務相談 電話・対面 ６月12日㈬ 午前９時～正午

不動産相談 電話・対面 ★５月24日㈮ 午前９時～正午
６月13日㈭ 午後１時30分～４時30分

登記相談 電話・対面 ６月 ５日㈬ 午前９時～正午
６月20日㈭ 午後１時30分～４時30分

表示登記相談 電話・対面 ６月20日㈭ 午後１時30分～４時30分
年金・労災・雇用保険
人事一般相談 電話・対面 ６月12日㈬ 午後１時30分～４時30分

行政相談 電話・対面 ※６月15日号でお知らせします。
相続・遺言・成年後見等
手続相談 電話・対面 ※６月１日号でお知らせします。

■一般市民相談
場所 日時

市民相談室（田無庁舎2階） ㈪～㈮　午前８時30分～午後５時

登録者募集若者対象の市政モニター
ともにつくるまちの実現へともにつくるまちの実現へ

　年２回程度の調査にお答えいた
だき、市民の皆さんの声を市政に
活用する制度です。
□任期　令和７年３月31日㈪まで

※謝礼あり

d在住・在勤・在学の18歳以上
39歳以下の方（公務員などを除く）
e100人（うち公募は30人程度。
申込多数は性別・年代などを考慮
し決定）

※決定通知書は６月中に送付予定
※公募以外にも、無作為抽出した方
に対し、モニター登録依頼の通知
を５月中に送付予定です。お手元
に届いた方は、ぜひ登録してモニ
ター制度にご協力をお願いします。
※詳細は市kをご覧ください。▲

秘書広報課n
　p042－460－9804

市k

５/15㈬▶６/３㈪  市kから申込期間

凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎敷地内  o保谷庁舎敷地内

令和６年（2024年）５月15日号4 広報

※匿名意見は受け付けませんので、意見提出の際は、住所・氏名を必ずご記入ください。
※ご意見には個別に回答しません。

　市の重要な計画を策定する際に、原案を公表して広く市民の皆さんから意
見を求め、いただいた意見を考慮しながら計画を決定します。

事案名　西東京市地域防災計画（素案）　

▲

危機管理課op042－438－4010

策定趣旨

　「首都直下型地震等による東京の被害想定」が 10 年ぶりに見直
されたこと、「東京都地域防災計画（震災編）」が修正されたことな
どを反映し、市の災害対応力や市民の地域防災力の強化に取り組
むため、地域防災計画の改定を行います。

閲覧方法 情報公開コーナー（田無庁舎５階）・市k
対象 在住・在勤・在学者、市内に事務所または事業所がある法人・団体

提出期間 ６月７日㈮（必着）

提出方法

①①持参（西東京市役所保谷庁舎　防災センター５階　危機管理課）
②②郵送（〒202－8555市役所保谷庁舎　防災センター５階危機管理課）
③③ファクス（l042－438－2820）　④④市kから

⑤⑤メール（mkikikanri@city.nishitokyo.lg.jp）

説明会
a／b
●５月16日㈭午後６時／谷戸コミュニティセンター
●５月17日㈮午後２時／田無庁舎２階
●５月18日㈯午後２時／防災・保谷保健福祉総合センター６階

検討結果の公表 ７月（予定）

皆さんのご意見を
お寄せくださいパブリックコメント


